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業 務 委 託 契 約 書 

  

 

1 
業務委託 

の 名 称 
令和８年度和泉市財政援助団体等監査支援業務委託 

2 履行場所 仕様書のとおり 

3 委託期間 契約締結の日から令和９年１月２９日まで 

4 契約金額 
   〇〇〇，〇〇〇円 

  （うち消費税及び地方消費税の額 〇〇，〇〇〇円） 

5 契約保証金 和泉市財務規則第１０４条第３号又は４号により免除 

6 
適用除外 

条   項  
第３条 

7 支払条件 完了払い 

 

上記の業務委託について、発注者と受注者とは、おのおの対等な立場に基づいて、次

の条項（適用除外条項は、上記６の通り。）によって委託契約を締結し、信義に従って

誠実にこれを履行するものとする。 

本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

ただし、これに代えて本書の内容を記録した電磁的記録を作成する場合、当事者電子

署名の上、各自が当該電磁的記録を保有する。   

 

 

発 注 者  住    所 大阪府和泉市府中町二丁目７番５号  

  商号又は名称 和泉市      

  代  表  者 和泉市長  辻 宏 康      

 

 

受 注 者 住        所  

         商号又は名称  

代  表  者     

 

 

  

 

電子契約版 
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（総 則） 

第１条 発注者及び受注者は、頭書の業務委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別冊の仕様書及

び質問回答書（以下これらを「仕様書等」という。）に従いこれを履行しなければならない。 

２ 仕様書等に明示されていないもの、又は示されていても疑問があるときは、発注者と受注者が協議して定

めるものとする。 

（業務計画書） 

第２条 受注者は、この契約締結後遅滞なく、仕様書等に基づき業務計画書を作成し、発注者に提出の上、そ

の承諾を受けるものとする。ただし、発注者が必要でないと認めた場合はこの限りではない。 

（契約の保証） 

第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。こ

の場合において、第 3 号又は第 4 号の保証を付す場合においては、保証契約等の締結後、直ちにその保証書

等を発注者に寄託しなければならない。 

(1) 契約保証金の納付 

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機

関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27 年法律第 184 号）第 2条 4項に規

定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第 4項において「保証の額」という。）は、委

託金額の 10 分の 1以上としなければならない。 

３ 第 1項の規定により、受注者が同項第 2号又は第 3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証

金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納

付を免除する。 

４ 委託金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託金額の 10 分の 1に達するまで、発注者は、保

証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 

（権利義務の譲渡等） 

第４条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただ

し、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。 

（再委託等の禁止） 

第５条 受注者は、この業務委託の全部又は一部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、

あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。 

２ 受注者は、前項ただし書の規定により、あらかじめ発注者の承諾を受ける場合で、個人情報（特定個人情

報を含む。）を取扱う業務を第三者に委託、又は請け負わせる場合は、個人情報の保護に必要な事項を明記し

た契約書を第三者と締結し、発注者にその契約書の写しを提出するものとする。 

３ 受注者は、第三者に委託し、又は請け負わせる場合、第三者に対し第 16 条に基づく書面を求め、発注者に

その書面を提出するものとする。 

４ 前項に関わらず、受注者が委託し、又は請け負わせる第三者が、和泉市入札参加資格審査申請時に暴力団

排除に関する誓約書を既に提出している場合又は発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。 

（担当職員） 

第６条 この契約の履行について、発注者は、自己に代わって監督又は指示する担当職員（以下「担当職員」

という。）を定めたときは、受注者に通知するものとする。 

（業務責任者） 

第７条 受注者は、この契約の履行について仕様書等で定める場合のほか、業務履行の管理をつかさどる業務

責任者を定めたときは、書面により発注者に通知しなければならない。これを変更したときも同様とする。 

（業務関係者に関する措置要求） 

第８条 発注者又は担当職員は、業務責任者、従事者及びその他業務を履行するために使用している下請負人、

労働者等で、業務の履行につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対してその理由を付

し、必要な措置をとるべきことを求めることができる。 

（業務内容の変更等） 

第９条 発注者は、必要がある場合には、受注者に通知したうえで、この仕様を変更し、又は業務を一時中止

することができる。この場合において、委託金額、履行期間又は仕様書を変更する必要があるときは、前も

って発注者と受注者が協議して書面によりこれを定めるものとする。 

２ 前項の場合において、受注者が増加費用を必要とし、又は損害を受けたときは、発注者はその増加費用を

負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合における負担額又は賠償額は、発注者と受注者

が協議して定めるものとする。 

（第三者に及ぼした損害等） 

第 10条  この契約の履行に関して発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）により必要を生じた経費は、
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受注者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰する事由により生じたときは、その経

費は発注者が負担するものとし、いずれかの責めが定まらない場合は、その負担額は発注者と受注者が協議

して定めるものとする。 

２ この契約の履行に当たり、第三者との間に紛争が生じた場合には、発注者と受注者が協議してこれを解決す

るものとする。 

（検査及び引渡し） 

第 11 条 受注者は、この契約の履行を完了したときは、すみやかに発注者に完了届を提出し、その成果品につ

いて発注者の検査を受けなければならない。 

２ 発注者は、前項の完了届を受理したときは、その日から起算して 10 日以内に成果品について検査を完了

し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 

３ 受注者は、前項の検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡すものとする。 

４ 受注者は、第 2項の検査に合格しないときは、直ちに発注者の指定する方法にて追完して発注者の検査を

受けなければならない。この場合においては、追完の完了を業務委託の完了とみなして、前 3 項の規定を適

用する。 

（減価採用） 

第 12 条 前条の規定にかかわらず、検査の結果、この契約の履行内容に僅少の不備がある場合で発注者がそ

の使用上重大な支障がないと認め、かつ、期限その他の条件から追完が困難と認めたときは、相当の価格を

減価の上、これを採用することができる。なお、その減価の額は、発注者受注者の両者協議のうえ定め、書

面にて通知する。この措置による減価後の金額をもって委託金額とする。 

（委託金額の支払） 

第 13 条 受注者は、第 11 条第 2項及び第 4項の規定による検査に合格したときは、発注者に対して書面によ

り委託金額（第 12 条の規定に基づき減価した場合はその減価後の金額）の支払を請求することができる。た

だし、この契約締結後、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）等の改正によって、消費税額等の額に変動が生

じた場合は、この契約をなんら変更することなく、料金に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。 

２ 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に委託金額を支払わな

ければならない。 

（履行遅滞の場合における延滞金等） 

第 14 条 受注者の責めに帰すべき理由により、頭書の履行期間内にこの業務を完了することができない場合

において、履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みがあると認めたときは、発注者は受注者から延滞

金を徴収して履行期間を延長することができる。 

２ 前項の延滞金の額は、委託金額（第 12 条の規定に基づき減価した場合はその減価後の金額）から、すでに

支払った委託金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、この契約締結の日における政府契約の支払遅延防

止等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）第 8条第 1項の財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定

する率（以下「支払遅延防止法で定める率」という。）を乗じた額とする。 

３ 発注者の責めに帰すべき理由により、前条第 2項の規定による委託金額の支払が遅れた場合には、受注者

は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、この契約締結の日における支払遅延防止法で定める率を当該未受

領金額に乗じた額を遅延利息として発注者に請求することができる。 

（発注者の解除権及び解除に伴う措置） 

第 15 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、

その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、当該不履行がこの契約及び取

引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 

 (1) 正当な理由なく契約を履行しないとき、又は履行期間内に履行できる見込みがないとき。 

 (2) 正当な理由なく第 11 条第 4項の追完がなされないとき。 

 (3) 本契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。 

 (4) 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認め

られるとき。 

２ 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、ただちに契約の解除をす

ることができる。 

 (1) 第 4 条の規定に違反し、発注者の承諾を得ずに本契約から生じる債権を譲渡したとき。 

 (2) 受注者がこの契約の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

 (3) 受注者の債務の全部が不履行であるとき。 

 (4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者が債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に

表示した場合において、残存する部分のみでは契約の目的を達することができないとき。 

 (5) 契約の性質や発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約の目的を達

することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。 

  (6) 前各号に掲げる場合のほか、発注者が前項の催告をしても、受注者がその債務を履行しない又は契約の

目的を達するのに足りる履行がなされる見込みがないことが明らかであるとき。 
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  (7) 受注者が第 18 条第 1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

(8) 和泉市暴力団排除条例（平成 24 年和泉市条例第 1号。以下「暴力団排除条例」という。）第 2条第 2号

に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第 4号に規定する暴力団密接関係者（以下「暴力

団密接関係者」という。）に本契約から生じる債権を譲渡したことが判明したとき。なお、この場合は第 17

条の定めによるものとする。 

(9) この契約の締結又は履行について受注者に不正な行為があったとき。 

 (10) 受注者が発注者に重大な損害又は危害を及ぼしたとき。 

３ 発注者は、前 2項の規定により契約を解除したときは、業務委託の履行部分を検査の上、当該検査に合格

した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けた履行部分に相応する委託金額を受注者に支払わな

ければならない。 

４ 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委託金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発

注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

(1) 第 1 項及び第 2項の規定により契約が解除された場合 

(2) 受注者が債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不

能となった場合 

５ 前項の場合において、発注者に生じた実際の損害が、この契約による委託金額の 10 分の 1 に相当する金

額を超える場合においては、発注者がその超過分につき損害金を請求することを妨げるものではない。 

６ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第 4項第 2号に該当する場合とみなす。 

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成 16 年法律第 75 号）の規定に

より選任された破産管財人 

(2)  受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の

規定により選任された管財人 

(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規

定により選任された再生債務者等 

７ 第 4項の場合において、第 3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われてい

るときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第 4項の違約金に充当することができる。 

第 15 条の 2 発注者は、この契約に関して、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除

することができる。 

 (1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。）

第 7 条第 1 項若しくは第 2 項（同法第 8 条の 2 第 2 項及び第 20 条第 2 項において準用する場合を含む。）、

第 8 条の 2 第 1 項若しくは第 3 項、第 17 条の 2 又は第 20 条第 1 項の規定による命令（以下「排除措置命

令」という。）を受けたとき。 

 (2) 独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項（同条第 2 項及び同法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含

む。）の規定による課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を受けたとき。 

 (3) 刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 3 条の規定による刑の

容疑により刑事訴訟法（昭和 23 年法律第 131 号）第 247 条の規定に基づく公訴を提起されたとき（受注者

の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。）。 

２ 前条第 2項から第 7項までの規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。 

（誓約書の提出） 

第 16 条 受注者及び暴力団排除条例第 7条に規定する下請負人等（以下「下請負人等」という。）は、暴力団

員又は暴力団密接関係者でないことをそれぞれが表明した誓約書を、受注者がとりまとめて発注者に提出

しなければならない。ただし、受注者及び下請負人等が和泉市入札参加資格審査申請時に暴力団排除に関

する誓約書を既に提出している場合又は発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。 

（暴力団排除に伴う契約の解除） 

第 17 条 発注者は、暴力団排除条例第 8 条第 1 項第 6 号に基づき、受注者が暴力団員又は暴力団密接関係者

に該当すると認められる場合には、この契約を解除する。 

２ 発注者は、暴力団排除条例第 8条第 1項第 7号に基づき、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に

該当すると認められた場合には、受注者に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、受注者が当該下

請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、この契約を解除する。 

３ 前項の規定により受注者が下請負人等との契約の解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものと

する。 

４ 発注者は、第 1 項及び第 2 項の規定により契約を解除したときは、違約金として委託金額の 10 分の 1 に

相当する金額を徴収することができるものとする。 

５ 前項の場合において、第 3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われている

ときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第 4項の違約金に充当することができる。 

６ 第 4 項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が、この契約による委託金額の 10 分の 1 に相当す

る金額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 
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７ 第 4項及び第 6項の場合において、受注者が違約金又は賠償金を発注者が指定する期間内に支払わないと

きは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、この契約締結の日における

支払遅延防止法で定める率を当該未支払金額に乗じた額を遅延利息として発注者に払わなければならない。 

８ 第 15 条第 3 項の規定は、本条第 1 項又は第 2 項の規定により発注者がこの契約を解除した場合に準用す

る。 

（受注者の解除権） 

第 18 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、契約を解除することができる。ただ

し、受注者の責に帰すべき事由があるときはこの限りでない。 

 （1） 第 9 条第 1 項の規定により、業務委託の内容を変更したため委託金額が 2／3 以上減少したとき又は

業務委託の中止期間が履行期間の 1／2を超えたとき。 

  （2） 発注者が、正当な理由がなく契約に違反し、その違反により業務委託を完了することが不可能となっ

たとき。 

２ 前項の規定により契約が解除された場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠

償するものとし、その損害額は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。 

３ 前項の場合において、発注者が賠償金を受注者が指定する期間内に支払わないときは、発注者は、当該期

間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、この契約締結の日における支払遅延防止法で定める

率を当該未支払金額に乗じた額を遅延利息として受注者に払わなければならない。 

４ 第 15 条第 3項の規定は、本条第 1項の規定により受注者がこの契約を解除した場合に準用する。 

（契約不適合） 

第 19 条 引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、その補修、

補足による追完、損害賠償及び代金の減額の請求並びに契約の解除は、発注者が別に定める場合を除き発

注者がその不適合を知った時から１年が経過する日までに受注者に通知しなければならない。ただし、発

注者が成果品の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知ら

なかったときは、この限りでない。 

（特許権等の使用） 

第 20 条 受注者は、この契約の履行について、特許権その他第三者の権利の対象となっている処理方法を使

用する場合は、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

（業務状況の調査報告） 

第 21 条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して業務委託の履行状況につき調査し、又は報告を求め

ることができる。 

（権利の帰属） 

第 22 条 受注者から引渡しを受けた成果品に対する一切の権利は、発注者に帰属するものとする。 

２ 発注者は、この契約の成果品を自由に使用し、又はこれを使用するにあたり、その内容等を変更すること

ができる。 

（秘密の厳守） 

第 23 条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。なお、この契約を

満了した後も同様とする。 

２ 受注者は、成果品（業務委託の履行過程において得られた記録等を含む。）を第三者に閲覧させ、複写させ、

又はその写し等を譲渡してはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得たときはこの限りでない。 

（賠償額の予約） 

第 24 条 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除する

か否かを問わず、かつ、損害の発生及び損害額を立証することなく、委託金額の 10 分の 1に相当する額を

賠償金として発注者の指定する期間に支払わなければならない。この契約が終了した後も同様とする。 

 (1) 第 15 条の 2第 1項第 1号に規定する排除措置命令が確定したとき。 

 (2) 第 15 条の 2第 1項第 2号に規定する納付命令が確定したとき。 

(3） 第 15 条の 2第 1項第 3号に規定する刑が確定したとき。  

２ 前項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が、委託金額の 10 分の 1 に相当する額を超える場合

においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 

（個人情報の保護） 

第 25 条 受注者は、この契約の履行に関して、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）及び別

記「個人情報取扱特記事項」の規定を遵守しなければならない。 

（合意管轄） 

第 26 条 この契約に関する紛争についての第一審の管轄裁判所は、発注者の住所地を管轄する地方裁判所と

する。 

（補 則） 

第 27 条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて発注

者と受注者が協議して定めるものとする。 
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別 記 

個人情報取扱特記事項 

（基本的事項） 

第 1 受注者（第三者に業務を委託し、又は請け負わせた場合は、当該第三者を含む。以下同じ。）は、この契約を履

行するに当たり、個人情報（特定個人情報を含む。以下同じ。）を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認

識し、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に取り扱わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た個人情報を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。

この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（使用者への周知） 

第３ 受注者は、その使用する者に対し、在職中だけでなく退職後においてもこの契約の履行に関して知り得た個人

情報を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。また、その他個人情報の保護に関して必要な事項を周

知しなければならない。 

（収集の制限） 

第４ 受注者は、この契約を履行するために個人情報を収集するときは、当該業務を処理するために必要な範囲内で、

適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

（適正管理） 

第５ 受注者は、この契約の履行に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適正な管

理のため、必要な措置を講じなければならない。 

２ 受注者は、この契約による業務に係る個人情報の取扱いを発注者が指定する場所で行うものとし、発注者があら

かじめ承認した場合を除き、当該場所から個人情報が記録された媒体を持ち出してはならない。 

（目的外使用等の禁止） 

第６ 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約の履行に関して知り得た個人情報を、当該業務

を処理する以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。 

（複写及び複製の禁止） 

第７ 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約を履行するために、発注者から提供された個人

情報が記録された帳票類等を複写し、又は複製してはならない。 

（資料等の返還） 

第８ 受注者は、この契約が終了し、又は解除されたときは、当該業務を処理するために発注者から提供された個人

情報が記録された帳票類等は、速やかに発注者に返還し、引き渡し、又は消去しなければならない。ただし、発注

者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。 

（取扱状況の報告） 

第９ 受注者は、個人情報の取扱いの状況について発注者から報告を求められた場合は、直ちに報告しなければなら

ない。 

（監査等） 

第 10 受注者は、個人情報の取扱状況を把握するための監査等を発注者から求められた場合は、応じなければならな

い。 

（事故発生時における報告） 
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第 11 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、その

旨を速やかに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後において

も同様とする。 

（契約の解除及び損害賠償） 

第 12 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、この契約の解除及び損害賠償

の請求をすることができる。 
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令和８年度和泉市財政援助団体等監査支援業務委託仕様書 

 

本業務は、和泉市財務規則及び本仕様書に基づき施行する。 

 

１ 業務名 

令和８年度和泉市財政援助団体等監査支援業務委託 

 

２ 委託期間 

契約締結日の翌日から令和９年１月２９日まで 

 

３ 履行場所 

和泉市の本庁舎内及び監査対象団体の所在地のほか、受注者の申請により発注者が認

めた場所。 

 

４ 目的 

和泉市監査委員（以下「監査委員」という。）の補助機関として監査事務局が実施す

る財政援助団体等監査業務の一部を監査法人に委託することで、公認会計士等の専門

的知識、経験等を活用し、監査機能の充実・強化と業務の効率化を図ることを目的と

する。 

 

５ 業務概要 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第１９９条第７項の規定により監査委員が実施す

る監査業務のうち、次に掲げる監査対象団体において行った事務（所管部署が監査対

象団体に対して行った事務を含む。）の監査支援業務及び監査に関する相談業務。 

 

監査対象事業：補助金交付団体の令和７年度事業 

監査対象団体: 公益社団法人 和泉市シルバー人材センター 

所 管 部 署：福祉部高齢介護室 

 

補助金額                   （単位：円） 

令和 7年度 
交付決定額 16,930,000 

交付確定額 16,930,000 

令和 6年度 
交付決定額 16,205,000 

交付確定額 16,205,000 

令和 5年度 
交付決定額 16,176,000 

交付確定額 16,176,000 



9 

 

６ 前提条件 

本業務を行う上での前提条件は以下のとおりとする。 

① 受注資格 

   ア 令和３年度から令和７年度までの期間において、地方公共団体が発注した地方

自治法第１９９条第７項に基づく財政援助団体等監査業務又は同法第２５２条

の ２７に基づく外部監査業務に関する支援業務を履行した実績があること。 

   イ 監査対象団体と利害関係がないこと。 

 

② 実施担当者等 

   ア 実施担当者１名を届け出ること。 

   イ 実施担当者は、①アの履行実績がある公認会計士とすること。 

      ウ  実施担当者は、７（８）①責任者及び窓口責任者を兼ねることができるものと

する。 

   エ 実施担当者は、監査対象団体と利害関係のない者とすること。 

 

７ 業務内容 

（１） 実施時期及び業務内容（予定） 

   実施時期 業 務 内 容 

７月中旬～ 

９月上旬 

１ 事前打合せ 

２日程度※ 

調査日程、調査資料、調査内容等について

発注者と打合せを行う。 

９月中旬 
２ 業務計画書の作成及

び提出 

１で打合せした内容をもとに業務計画書を

作成し、提出する。 

１０月上旬 
３ 調査の実施 

  ２日程度※ 
業務計画書に基づき調査を行う。 

１０月中旬～

１０月下旬    

 

４ 調査事項の事実確認 

３の調査で判明した事項等について、監査

対象団体等に対して書面又は対面で事実確

認を行う。 

１１月上旬～

１１月下旬 

５ 業務報告書の作成、

提出及び内容説明 

業務報告書を作成し、監査事務局に提出す

るとともにその内容説明を行う。 

随時 

 

提案及び相談業務 

① 監査手法に関する提案など監査機能の

充実・強化に資する内容について提案

する。 

② 事務局職員から他の財政援助団体等監

査に関する相談があった場合に対応す

る。 

     ※ 受注者が発注者の指定する場所に出務する延べ人日の目安であり、調整可。 
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（２） 調査事項及び着眼点 

 調査事項 着眼点 

監査対象団体の出納その

他事務の執行で当該財政

的援助等に係るものの調

査業務 

全国都市監査委員会実務ガイドライン「監査の着眼点」

による。 

上記以外で確認を要する事項がある場合は、調査に含め

る。 

 

（３） 調査事項の事実確認の実施 

ア 書面調査により発見した課題等や書面調査では確認できない内容について、監

査対象団体に対して対面にて事実確認を行う。 

イ 事実確認は、発注者同行の下に行う。 

ウ 事実確認の日程、場所は、発注者及び受注者の協議の上決定する。 

このため、受注者はあらかじめ希望する日程を発注者に連絡するものとする。 

エ 事実確認を行う内容については、あらかじめ発注者に書面を提出するものとす 

る。また、発注者から監査対象団体に送付することで情報を共有する。なお、

監査対象団体に対し新たに資料の提出を求める場合は、必要とする資料の内容

を具体的に記載する。 

オ 事実確認の終了時に、監査対象団体に対し調査結果を説明するとともに、その

内容に対する監査対象団体の見解等についての確認を行う。 

 

（４） 調査結果の作成及び報告 

ア 書面調査及び事実確認に基づく結果について報告する。報告にあたっては重点

項目・着眼点ごとに整理し、確認した資料や内容をまとめ作成する。 

イ 課題については、会計上の課題、事業運営上の課題等に分類して報告する。ま

た、課題を裏付けるための証拠や根拠となる資料を添付し、所見を作成する。 

ウ 前記ア～イにより作成した調査結果は、調査結果報告書として発注者へ報告す

る。なお、この報告書は、事前に関連資料と合わせて電子データにより提出す

るものとする。 

エ 発注者から報告についての問い合わせがあった場合はこれに対応する。このこ

とにより、報告書や関連資料に追加等が生じた場合は対応する。 

 

（５） 提案及び相談業務 

ア 監査手法等に関する提案など監査機能の充実・強化に資する内容について提案 

する。なお、この提案は、前記（４）ウの報告に合わせて行う。 

イ 発注者から他の財政援助団体等監査に関する相談があった場合、これに対応す 

る。なお、この場合受注者は、相談記録を作成しその都度発注者へ提出する。 
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（６） 成果品の納品【委託期間終了日まで】 

関連資料を含めた調査結果報告書（前記（４））、提案書（前記（５）ア）及び

相談記録（前記（５）イ）紙１部及び電子データ 

 

（７） 委託料の支払 

業務完了払。 

ただし、成果品の検査が完了し検査に合格した後、契約書に定める手続に従い行

うものとする。 

 

（８） 業務の実施体制等 

① 責任者・窓口責任者の設置等 

ア 受注者は、本業務の開始にあたり自らの法人に所属する公認会計士の資格を有

する者を責任者として選任し、発注者に届け出なければならない。 

また、本件責任者は、法人会計等を理解しているものでなければならない。 

イ 受注者は、本業務の開始にあたり発注者との連絡調整の窓口となる窓口責任者 

 を選任し、発注者に届け出なければならない。 

ウ 受注者は、契約締結日から１４日以内に業務遂行体制表を発注者に提出しなけ

ればならない。また、発注者と打ち合わせ後に業務計画を作成し、提出しなけ

ればならない。業務遂行体制表及び業務計画に変更があった場合においては、

発注者に報告し、承諾を得ると共に速やかに同様の書類を提出しなければなら

ない。 

 

② 連絡・打ち合わせ等 

ア 受注者は、発注者からの業務に関する質問、相談等は、電話、ファクシミリ、 

電子メール等により適宜対応すること。 

イ 受注者は、本業務における打ち合わせ又は報告の実施にあたり、責任者又は窓 

口責任者のうちいずれかを出席させること。また、打ち合わせ等には参加人数

分（５部程度）の紙資料を持参するとともに、その翌日までに資料の電子デー

タを提出すること。ただし、発注者が軽微な事案の打ち合わせであると認める

場合はこの限りでない。 

ウ 前項に定める打ち合わせ等に関する記録は、受注者が取りまとめを行い、発

注者及び受注者双方が確認した上、発注者へ提出すること。 

 

（９） その他 

① 資料・情報等の提供 

ア 本業務の実施にあたり、両者協議のうえ、発注者は財政援助団体等監査支援

業務に必要な資料等の提供を行うこととする。 
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イ 受注者は、発注者が提供した資料等を、３に定める履行場所以外に持ち出し

てはならない。なお、監査対象団体から提出された紙資料の書面調査は、原

則として受注者が履行場所のうち和泉市の庁舎内において実施するものとす

る。この場合、日程等の調整を発注者と行う。履行場所のうち和泉市の庁舎

外へ紙資料の持ち出しが必要な場合は、あらかじめ発注者に申請を行い、発

注者において直接受け渡しを行うものとする。 

ウ 受注者は、業務終了後、発注者が提供した資料等を発注者に返還しなければ

ならない。 

エ 契約期間終了日から１年以内の間に、本業務の成果品等について発注者が問

い合わせを行った場合等は、受注者は誠実にこれに対応すること。 

オ 本業務の成果品の内容にかかわらず、監査対象団体が行った業務の適正性の

判断については、監査委員の責務において実施する。 

カ 業務の遂行に当たっては、発注者及び受注者双方で十分協議を行い進めてい

くこととし、若干の仕様変更については柔軟に対応すること。 

キ 業務の実施にあたり、書面による発注者の承諾がある場合を除き再委託は認

めない。 

 

② 情報セキュリティ 

ア 受注者は、本業務の実施にあたり知りえた情報を漏らし、又は他の目的に使用

してはならない。また、紛失等の事故が生じた場合は直ちに発注者に報告し、

その指示に従うこと。本業務終了後においても同様とする。 

イ 受注者は、本業務の実施にあたり保有する個人情報について、個人情報の保護

に関する法律及び別記「個人情報取扱特記事項」の規定に従い、適切に取り扱

わなければならない。 

 

③ 成果品等の帰属 

ア 本業務により作成された成果品及びその過程の電子データの所有権は、発注者 

に帰属するものとする。 

イ 成果品等の電子データはMicrosoft Word 又はExcel で読み込み、編集が可能な 

形式とすること。 

ウ 受注者は、発注者の承諾なく成果品及びその過程のデータを他人に閲覧させ、

複写又は譲渡してはならない。 

 

④ 協議 

この仕様書に定めのない事項について疑義のある場合は、双方協議の上、処理す

るものとする。 

 


